
植物防疫所において輸出国の確認システムにより 

検査証明書の真正性を確認できる国・地域 

【注意事項】 
各国・地域の確認システムの不具合や停止等により、植物防疫所において検査証明書の 
有効性を確認できない場合は、有効な検査証明書の写しとして認められません。 
また、植物防疫所では各国・地域の確認システムの稼働状況等に関して、いかなる責任も 負い
ません。 

【令和 8年 4月 9日現在】 
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※１ 電子発給の様式でない場合(QR コードがない場合)は、電子媒体での確認不可。 

 


